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調査の概要
１．調査の目的
　この調査は，健康増進法（平成14年法律第103号）に基づき，国民の身体の状況，
栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし，国民の健康の増進の総合的な推進
を図るための基礎資料を得ることを目的とする。また，令和６年の調査は，全国の代
表値に加えて健康日本21（第三次）のベースライン値を得るとともに，地域別の健
康状態や生活習慣の状況を把握するための資料を得ることを目的とする。

２．調査の対象
　調査の対象は，令和２年国勢調査区のうち，後置番号が「１」（一般調査区）から，
層化無作為抽出した１道府県当たり10地区（令和６年１月の能登半島地震の影響を
受けた石川県は８地区），及び人口規模が大きい東京都については15地区の計473地
区内の全ての世帯及び世帯員で，令和６年11月１日現在で１歳以上の者とした。
　
　　以下の世帯及び世帯員は調査の対象からは除外した。
　　＜世帯＞
　　・ 世帯主が外国人である世帯
　　・ ３食とも集団的な給食を受けている世帯
　　・ 住み込み，賄い付きの寮・寄宿舎等に居住する単独世帯
　　＜世帯員＞
　　・ １歳未満（乳児）
　　・ 在宅患者で疾病等の理由により，流動状の食品や薬剤のみを摂取している又は

投与されている場合など通常の食事をしない者
　　・ 食生活を共にしていない者
　　・ 世帯に不在の者（次に掲げる者）

単身赴任者，出稼ぎ者，長期出張者（おおむね３か月以上），遊学中の者，社
会福祉施設（介護保険施設含む）の入所者，長期入院者，預けた里子，収監中
の者，その他別居中の者

３．調査項目及び調査時期
（１）調査項目及び対象年齢
　本調査は，身体状況調査票，栄養摂取状況調査票及び生活習慣調査票からなり，
調査項目及び対象年齢は下記のとおりとした。なお，年齢は，令和６年11月１
日現在の年齢とした。

　　ア．身体状況調査票
　　　（ア）身長（１歳以上）
　　　（イ）体重（１歳以上）
　　　（ウ）腹囲（20歳以上）
　　　（エ）血圧：収縮期（最高）血圧，拡張期（最低）血圧（20歳以上）［２回測定］
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調査の概要

　　　（オ）血液検査（20歳以上）
　　　（カ）問診（20歳以上）

①血圧を下げる薬の使用の有無
②脈の乱れに関する薬の使用の有無
③コレステロールを下げる薬の使用の有無
④中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無
⑤糖尿病指摘の有無
⑥糖尿病治療の有無
⑦治療の状況：インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無，通院による
　　　　　　　定期的な血液検査や生活習慣の改善指導の有無
⑧医師等からの運動禁止の有無
⑨運動習慣：１週間の運動日数，運動を行う日の平均運動時間，運動の継続
　　　　　　年数

　　イ．栄養摂取状況調査票（１歳以上）
　　　（ア）世帯状況：氏名，生年月日，性別，妊婦（週数）・授乳婦別，仕事の種類
　　　（イ）食事状況：家庭食・調理済み食・外食・給食・その他の区分
　　　（ウ）食物摂取状況：料理名，食品名，使用量，廃棄量，世帯員ごとの案分比率
　　　（エ）１日の身体活動量〈歩数〉（20歳以上）［三次元加速度センサー式歩数計
　　　　　 により測定］

　　ウ．生活習慣調査票（20歳以上）［自記式調査］
　食生活，身体活動，休養（睡眠），飲酒，喫煙，歯の健康等に関する生活習
慣全般を把握した。オンライン調査では，調査対象者はインターネットを経由
して，パソコン，スマートフォン等から電子調査票に回答した。　　

（２）調査時期
　　　令和６年10 ～ 11月中とした。
　　ア．身体状況調査： 調査地区の実情を考慮して，最も高い参加率をあげ得る

日時（複数日設定しても構わない）
　　イ．栄養摂取状況調査：日曜日及び祝日を除く任意の１日
　　ウ．生活習慣調査：調査期間中（令和６年10 ～ 11月中）

４．調査要項
（１）調査員の構成
　調査員は，医師，管理栄養士，保健師，臨床（衛生）検査技師及び事務担当者
等をもって構成した。栄養摂取状況調査については，主として管理栄養士，栄養
士がこれにあたり，身体状況調査については医師，保健師，臨床（衛生）検査技
師等が担当した。
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（２）調査体制
　調査体制は７頁のとおりである。

（３）調査票の様式
　　ア．身体状況調査票…………………………24 ～ 25頁参照
　　イ．栄養摂取状況調査票……………………26 ～ 29頁参照
　　ウ．生活習慣調査票…………………………30頁参照

（４）調査方法
　　ア．身体状況調査

　被調査者の集合に便利な場所を会場に設定し，以下の方法で測定した。
　（ア）身長：両かかとを密接させ，背，臀部及びかかとを身長計の尺柱に接して

直立させて，両上肢を体側にたれ，頭部を正位に保たせて測定した。
　（イ）体重：被調査者を裸体に近い状態にして，体重計の秤台の真中に特に静か

に乗らせて測定した。なお，体重は裸体で測定するのが望ましいが，衣服
を着たまま測定した場合は，衣服の重さを測定数値から差し引いた。

　（ウ）腹囲：立位でへその高さで計測した。その際，被調査者には，両足をそろ
え，両腕はからだの横に自然に下げてもらい，腹壁に力が入らないように
した。なお，できるだけ飲食直後の測定を避けるようにした。
　測定者は，被調査者の正面に立ち，巻き尺（合成樹脂製JIS規格のもので，
伸縮による目盛りの狂いの少ないもの）を腹部に直接あてた。巻き尺が水
平面できちんと巻かれているかを確認し，普通の呼吸での呼気の終わりに，
0.5cmきざみで目盛りを読みとった。
　正確な計測を行うため，下着などは着用しないことが望ましいとしたが，
被調査者の負担とならないように配慮した。

　（エ）血圧：測定機器…ハイブリッド血圧計を使用した。機種選定の際は，以下
の１）～４）について，すべてを満たすものとした。
１）測定方式：聴診法
２）加圧方式：送気球による手動加圧
３）表示方式：バー表示
４）医療機器分類：管理医療機器又は特定保守管理医療機器

　　　【血圧測定の条件】
①測定前の運動，食事，たばこ，寒冷曝露など，血圧測定値に影響があると
考えられる条件を避けるようにした。
②あらかじめ排尿させ，測定前５分以上の心身の安静をとった後に測定した。
③体位は，椅子（背もたれのあるものが望ましい）の座位とした。
④測定部位は右腕の上腕とした。右腕での測定が不可能なものについては，
左腕で測定した。
⑤上腕を緊縛する衣服を着ている場合は，脱衣のうえ，マンシェットを巻いた。
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調査の概要

　　　【血圧測定（１回目）の手順】
①血圧計を垂直に置く。
②手のひらを上に向け，マンシェットの下縁が肘窩の２～３cm上になるよ
うに巻いた。巻いた後に指が１～２本入る余裕を持たせた。
③測定の際には，肘関節を軽度伸展させ，マンシェットの中心位置が被調査
者の心臓と同じ高さにした。
④聴診法で収縮期血圧を推測し，推定血圧より30mmHg上（＝加圧目標値）
にあげてから，徐々に減圧し，収縮期血圧及び拡張期血圧を測定した。
⑤加圧目標値で既にコロトコフ音が聞こえてくる場合は，すぐさま減圧し，
【血圧測定（２回目）の手順】に従った。
⑥２回目の測定は，④から繰り返した。

　　　【血圧測定（２回目）の手順】
①１回目の測定後，いったん被調査者のマンシェットを外し，完全に空気を
抜いた。
②２回目の測定の際は，１回目と２回目の測定の間，被調査者に深呼吸をさ
せないようにした。

　（オ）血液検査：食事直後（30分以内）はなるべく控え，駆血帯を使用して，座
位で静脈から採血した。各血液検査項目とその測定方法は以下に示す。

検　査　項　目 測　定　方　法

ヘモグロビンA1c 酵素法

総コレステロール コレステロール酸化酵素法（COD-POD法）

HDL-コレステロール 直接法

LDL-コレステロール 直接法

　（カ）問診：
①薬の服用の有無…現在，医師の指示の有無にかかわらず，血圧を下げる薬，
脈の乱れに関する薬，コレステロールを下げる薬，中性脂肪（トリグリセ
ライド）を下げる薬を服用しているものを，服用「有」とした。
②糖尿病診断の有無…「境界型である」，「糖尿病の気がある」，「糖尿病に
なりかけている」，「血糖値が高い」などのようにいわれたことも含め，こ
れまでに医療機関または健診で糖尿病といわれたことがある場合は「有」，
ない場合は「無」とした。
③糖尿病治療の有無…通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含
め，現在，糖尿病治療をしている場合は「有」，治療していない場合は「無」
とした。
④投薬の有無…インスリン注射又は血糖を下げる薬を使っている場合を
「有」とした。
⑤生活習慣改善の取組の有無…通院による定期的な血糖の検査や生活習慣
の改善指導を受けている場合を「有」とした。
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⑥医師等からの運動禁止の有無…現在，医師等から運動禁止の指示がある場
合は「有」，ない場合は「無」とした。
⑦運動習慣…「現在，医師等からの運動禁止の有無」に「有」と回答したも
のは，「運動習慣」には回答不要とし，「運動の習慣有り」とは次の３項目
全部に該当する者とした。

　　　　　・運動の実施頻度として，週２日以上
　　　　　・運動を行う日の平均運動時間として，30分以上
　　　　　・運動の継続期間として，１年以上

　　イ．栄養摂取状況調査
　（ア）食物摂取状況

　調査日は，日曜，祝日以外で，冠婚葬祭その他特別に食物摂取に変化のあ
る日を避け，被調査世帯においてなるべく通常の食事を摂る日に実施した。
被調査者の積極的協力を得るため，調査開始前に被調査地区民に対し調査の
趣旨を十分説明した。調査員が栄養摂取状況調査票を各世帯に配付し記入要
領を十分説明したうえ，秤を用いて秤量記入させたが，使用量が少なく秤量
困難なもの等については目安量をもって記入させた。
　また，調査員である管理栄養士等は，被調査世帯を直接訪問する等し，記
入状況を点検するとともに不備な点の是正や記入の説明にあたった。

　（イ）１日の身体活動量<歩数>
　歩数計を用いた１日の身体活動量（歩数）の測定は，歩数計を対象者に事
前に配付して歩数測定方法を説明し，これに従って測定後，被調査者に１日
の身体活動量（歩数）と歩数計の装着状況を記録させた。

　　ウ．生活習慣調査
　留め置き法による質問紙調査とオンライン調査のいずれかの方法で回答させ
た。質問紙調査では，生活習慣調査票を配付し記入させた。オンライン調査で
は，インターネットを経由して，パソコン，スマートフォン等から電子調査票
に回答させた。

　
（５）調査に関する秘密の保持
　この調査は，世帯や個人の私的なことに及ぶ場合もあるため，その個人情報の
保護と管理に万全を期し，被調査者が危惧の念をいだかないように留意した。
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５．調査の機関と組織
　・ 厚生労働省は，国民健康・栄養調査企画解析検討会を設置し，本調査の調査設計
及びその解析について専門的な立場から意見を聞いた。

　・ 厚生労働省が企画立案し，都道府県，保健所設置市及び特別区衛生主管部（局）
統括の下，調査は調査地区を管轄する保健所が行った。

　・ 保健所では，保健所長等を班長とする国民健康・栄養調査班を編成し，調査員が
調査の実施にあたった。

　・ 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所は，厚生労働省に提出された調査
票について，入力・集計・作表を行った。

６．結果の集計
　結果の概要における集計結果の評価のうち，「有意に高かった（低かった，増加した，
減少した）」「有意な増減はみられなかった」などについては，統計学的な検定（両側
有意水準５％とした）に基づき記述した。以下に詳細を述べる。
（１）全国値の集計
　全国値の集計に当たっては，通常年の国民健康・栄養調査との比較性を重視し，
各都道府県の従来の実施世帯数と今回の実施世帯数との違いを補正するような重
み付けを行った。
　具体的には，都道府県ごとの直近２年間（令和４，５年）の実施世帯数の和を
令和６年の実施世帯数で割った値を各都道府県の重みとして，平均値，標準偏差，
中央値又は割合を算出し，これを全国重み付け補正値（以下「全国補正値」という。）
とした。全国補正値は，従来の調査結果の値と同様に，全国の性・年齢構成への
補正は行っていない。
　また，地域ブロック別の値の集計に当たっては，全国値の集計と同様に，都道
府県ごとの直近２年間（令和４，５年）の実施世帯数の和を令和６年の実施世帯
数で割った値を各都道府県の重みとして，地域ブロックごとに平均値，標準偏差，
中央値，もしくは割合を算出し，これを地域ブロック補正値とした。

（２）都道府県別結果の集計
　都道府県別結果の集計に当たっては，年齢調整を行った。その際，集計対象項
目の年齢区分における平均年齢に調整し，都道府県別の平均と割合を算出した。
男女で集計対象項目の年齢区分が異なる場合は，男女ごとに異なる平均年齢を用
い，同じ年齢区分の場合は男女合わせた平均年齢を用いた。
　都道府県別結果を高い方から低い方に４区分に分け，上位（上位25%）群と下
位（下位25%）群を設定した。各都道府県の推定値に対して，標準誤差の二乗の
逆数を重みとして，重み付き最小二乗法により各群の加重平均を算出し，上位群
と下位群の差を確認した。
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（３）年齢調整値の算出
　年齢調整値については，令和２年国勢調査による基準人口を用いて算出を行っ
た。20歳以上の年齢調整値については20 ～ 29歳，30 ～ 39歳，40 ～ 49歳，50
～ 59歳，60 ～ 69歳，70歳以上の６区分，40歳以上の年齢調整値については40
～ 49歳，50 ～ 59歳，60 ～ 69歳，70歳以上の４区分，50歳以上の年齢調整値に
ついては50 ～ 59歳，60 ～ 69歳，70歳以上の３区分を用いた。
　年齢調整値の算出方法は以下のとおりとした。

【（各年齢階級別の割合又は平均値）×（基準人口の当該年齢階級別の人数）】の総和
基準人口の総数

７．集計客体
　　調査対象世帯数，調査実施世帯数は，次のとおりであった。

調査対象世帯数 調査実施世帯数※

25,816 10,414

※調査項目に１つ以上回答した世帯数。

　　地域ブロック別の値については，全国を次のとおり12地区に分類し，集計した。

地域ブロック 都　道　府　県　名

北 海 道 北海道

東 北 青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県

関 東 Ⅰ 埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県

関 東 Ⅱ 茨城県，栃木県，群馬県，山梨県，長野県

北 陸 新潟県，富山県，石川県，福井県

東 海 岐阜県，愛知県，三重県，静岡県

近 畿 Ⅰ 京都府，大阪府，兵庫県

近 畿 Ⅱ 奈良県，和歌山県，滋賀県

中 国 鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県

四 国 徳島県，香川県，愛媛県，高知県

北 九 州 福岡県，佐賀県，長崎県，大分県

南 九 州 熊本県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県

　



―10―

　　調査客体数は，次のとおりであった。

　ア．年齢階級別集計客体数

男女計
身体状況調査 栄養摂取状況調査 生活習慣調査

血液検査 歩数測定
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

総　数 15,269 100.0 7,508 100.0 18,457 100.0 14,442 100.0 19,594 100.0
1－6 歳 559 3.7 － － 690 3.7 － － － －
7－14 歳 915 6.0 － － 1,295 7.0 － － － －
15－19 歳 484 3.2 － － 756 4.1 － － － －
20－29 歳 834 5.5 313 4.2 1,032 5.6 936 6.5 1,370 7.0
30－39 歳 1,140 7.5 557 7.4 1,405 7.6 1,316 9.1 1,831 9.3
40－49 歳 1,792 11.7 919 12.2 2,192 11.9 2,074 14.4 2,754 14.1
50－59 歳 2,128 13.9 1,142 15.2 2,534 13.7 2,411 16.7 3,219 16.4
60－69 歳 2,504 16.4 1,512 20.1 2,947 16.0 2,760 19.1 3,542 18.1
70 歳以上 4,913 32.2 3,065 40.8 5,606 30.4 4,945 34.2 6,878 35.1

（再掲）65－74 歳 3,078 20.2 1,912 25.5 3,516 19.0 3,278 22.7 4,178 21.3
（再掲）75 歳以上 3,232 21.2 2,006 26.7 3,727 20.2 3,196 22.1 4,630 23.6
（再掲）70－79 歳 3,214 21.0 2,041 27.2 3,618 19.6 3,316 23.0 4,332 22.1
（再掲）80 歳以上 1,699 11.1 1,024 13.6 1,988 10.8 1,629 11.3 2,546 13.0

男性
身体状況調査 栄養摂取状況調査 生活習慣調査

血液検査 歩数測定
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

総　数 7,089 100.0 3,272 100.0 8,613 100.0 6,558 100.0 9,048 100.0
1－6 歳 307 4.3 － － 378 4.4 － － － －
7－14 歳 469 6.6 － － 654 7.6 － － － －
15－19 歳 235 3.3 － － 356 4.1 － － － －
20－29 歳 363 5.1 130 4.0 463 5.4 415 6.3 623 6.9
30－39 歳 536 7.6 232 7.1 681 7.9 615 9.4 885 9.8
40－49 歳 834 11.8 371 11.3 1,063 12.3 976 14.9 1,332 14.7
50－59 歳 934 13.2 446 13.6 1,129 13.1 1,060 16.2 1,468 16.2
60－69 歳 1,177 16.6 688 21.0 1,379 16.0 1,267 19.3 1,670 18.5
70 歳以上 2,234 31.5 1,405 42.9 2,510 29.1 2,225 33.9 3,070 33.9

（再掲）65－74 歳 1,434 20.2 882 27.0 1,622 18.8 1,489 22.7 1,933 21.4
（再掲）75 歳以上 1,459 20.6 922 28.2 1,651 19.2 1,439 21.9 2,037 22.5
（再掲）70－79 歳 1,487 21.0 940 28.7 1,669 19.4 1,519 23.2 2,006 22.2
（再掲）80 歳以上 747 10.5 465 14.2 841 9.8 706 10.8 1,064 11.8

女性
身体状況調査 栄養摂取状況調査 生活習慣調査

血液検査 歩数測定
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

総　数 8,180 100.0 4,236 100.0 9,844 100.0 7,884 100.0 10,546 100.0
1－6 歳 252 3.1 － － 312 3.2 － － － －
7－14 歳 446 5.5 － － 641 6.5 － － － －
15－19 歳 249 3.0 － － 400 4.1 － － － －
20－29 歳 471 5.8 183 4.3 569 5.8 521 6.6 747 7.1
30－39 歳 604 7.4 325 7.7 724 7.4 701 8.9 946 9.0
40－49 歳 958 11.7 548 12.9 1,129 11.5 1,098 13.9 1,422 13.5
50－59 歳 1,194 14.6 696 16.4 1,405 14.3 1,351 17.1 1,751 16.6
60－69 歳 1,327 16.2 824 19.5 1,568 15.9 1,493 18.9 1,872 17.8
70 歳以上 2,679 32.8 1,660 39.2 3,096 31.5 2,720 34.5 3,808 36.1

（再掲）65－74 歳 1,644 20.1 1,030 24.3 1,894 19.2 1,789 22.7 2,245 21.3
（再掲）75 歳以上 1,773 21.7 1,084 25.6 2,076 21.1 1,757 22.3 2,593 24.6
（再掲）70－79 歳 1,727 21.1 1,101 26.0 1,949 19.8 1,797 22.8 2,326 22.1
（再掲）80 歳以上 952 11.6 559 13.2 1,147 11.7 923 11.7 1,482 14.1

※身体状況調査及び生活習慣調査は，設問に１つ以上回答した人数である。
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調査の概要

イ．地域ブロック別及び都道府県別集計客体数
（人）

調査実施者
総数 身体状況調査 栄養摂取状況調査 生活習慣調査血液検査 歩　数

北海道 450 338 128 355 281 395
東北 　3,117 1,791 1,007 2,585 2,069 2,705

青森県 761 309 170 634 528 674
岩手県 510 320 166 450 323 448
宮城県 512 293 154 394 314 433
秋田県 395 275 193 361 293 345
山形県 534 362 174 430 345 457
福島県 405 232 150 316 266 348

関東Ⅰ 1,350 1,056 362 1,049 821 1,146
埼玉県 425 391 126 377 304 349
千葉県 353 281 77 252 198 306
東京都 297 169 90 204 147 262

神奈川県 275 215 69 216 172 229
関東Ⅱ 2,990 2,090 1,058 2,456 1,995 2,602

茨城県 498 315 130 387 315 454
栃木県 690 554 265 557 455 589
群馬県 618 429 225 513 417 533
山梨県 519 475 216 459 393 463
長野県 665 317 222 540 415 563

北陸 2,009 1,235 681 1,753 1,338 1,693
新潟県 566 357 167 469 379 469
富山県 487 302 213 441 355 432
石川県 467 289 132 429 300 373
福井県 489 287 169 414 304 419

東海 2,552 2,115 750 2,013 1,565 2,093
岐阜県 1,005 844 288 835 599 828
愛知県 376 272 112 291 233 313
三重県 623 496 181 492 410 523
静岡県 548 503 169 395 323 429

近畿Ⅰ 1,359 879 386 1,022 799 1,169
京都府 457 266 130 327 282 401
大阪府 468 367 118 342 264 412
兵庫県 434 246 138 353 253 356

近畿Ⅱ 1,416 812 469 1,231 939 1,204
奈良県 486 347 121 404 310 403

和歌山県 432 206 132 399 303 363
滋賀県 498 259 216 428 326 438

中国 2,239 1,264 694 1,590 1,261 1,945
鳥取県 399 192 109 349 278 351
島根県 386 190 155 221 181 350
岡山県 535 377 149 422 331 443
広島県 372 244 112 242 177 322
山口県 547 261 169 356 294 479

四国 1,744 1,119 578 1,428 1,135 1,487
徳島県 522 487 151 463 356 425
香川県 522 289 178 427 354 460
愛媛県 285 220 135 243 184 219
高知県 415 123 114 295 241 383

北九州 1,769 1,257 643 1,389 1,094 1,494
福岡県 294 228 90 226 178 241
佐賀県 440 210 150 326 256 387
長崎県 494 369 196 388 318 427
大分県 541 450 207 449 342 439

南九州 1,973 1,313 752 1,586 1,145 1,661
熊本県 500 304 238 420 304 443
宮崎県 508 363 204 452 326 409

鹿児島県 363 231 158 276 229 320
沖縄県 602 415 152 438 286 489



―12―

ウ．職業別状況（栄養摂取状況調査対象者数）
（人）

総　数 専門的・技術
的職業従事者

管理的
職業従事者 事務従事者 販売従事者 サービス職業

従事者
保　安
職業従事者 農業従事者

総数 18,457 2,187 678 1,789 824 1,271 133 664

男性 8,613 967 565 617 374 426 122 421

女性 9,844 1,220 113 1,172 450 845 11 243

林業従事者 漁業従事者 運輸・機械
運転従事者

生産工程
従事者 家事従事者 その他

（無職） 保育園児 幼稚園児

総数 25 66 273 1,573 2,908 3,089 359 171

男性 23 43 254 1,153 195 1,954 204 88

女性 2 23 19 420 2,713 1,135 155 83

その他の
幼児

小学校
低学年

小学校
中学年

小学校
高学年 中学生 その他の

学生 不　明

総数 115 293 298 334 518 825 64

男性 58 152 141 169 268 386 33

女性 57 141 157 165 250 439 31

　
８．都道府県別集計結果の精度
　多くの都道府県（およそ８割）で得られた誤差率及び都道府県順位を設定した場合
のその順位の95%信頼区間の幅の平均値と標準偏差は，下表のとおりであった。誤
差率は，各都道府県で得られた標準誤差を平均値で除して求めた。都道府県順位を設
定した場合のその順位の95%信頼区間は，先行研究（Marshall EC and Spiegelhalter 
DJ. BMJ 1998 ; 316：1701-5）の方法に基づき算出した。
　なお，都道府県順位は，下表の95%信頼区間の幅で示した程度の誤差変動がある
ことから，示していない。

多くの都道府県で
得られた誤差率

都道府県順位を設定した場合の
その順位の 95％信頼区間の幅の

平均値±標準偏差

ＢＭＩの平均値（男性（20～69 歳）） 2.3% 30.1 ± 6.9

ＢＭＩの平均値（女性（40～69 歳）） 2.7% 29.0 ± 8.3

野菜摂取量の平均値（男性（20歳以上）） 6.9% 24.2 ± 9.2

野菜摂取量の平均値（女性（20歳以上）） 6.3% 24.4 ± 8.7

食塩摂取量の平均値（男性（20歳以上）） 4.3% 22.4 ± 7.2

食塩摂取量の平均値（女性（20歳以上）） 4.2% 23.5 ± 8.9

歩数の平均値（男性（20～64 歳）） 9.4% 33.3 ± 7.3

歩数の平均値（女性（20～64 歳）） 8.2% 31.0 ± 9.1

現在習慣的に喫煙している者の割合
（男性（20 歳以上）） 20.0% 32.0 ± 7.5
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調査の概要

９．本書利用上の留意点
 （１） 栄養素等摂取量の算出
　栄養素等摂取量の算出には，文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会
「日本食品標準成分表2015年版（七訂）」，「日本食品標準成分表2015年版（七訂） 
追補2016年」，「日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2017年」及び「日本
食品標準成分表2015年版（七訂）追補2018年（以下「追補2018年」という。）」（以
下「成分表2015」という。）を使用した。食物繊維の摂取量について，追補2018
年の「炭水化物成分表　別表１」に収載されている食品は，AOAC2011.25法によ
る値を用いて算出し，水溶性は高分子量水溶性の値のみを適用している。
　栄養素等摂取量は，調理後（ゆで，焼き等）の成分値が成分表2015に収載され
ている食品は，これを用いた。また，その他の食品については，成分表2015に収
載されている調理による「重量変化率」を加味して算出した。

 （２） 食品群分類
　食品群分類は，国民健康・栄養調査食品群別表（17 ～ 22 頁）のとおりである。
なお，「バター（小分類76）」と「動物性油脂（小分類79）」は，動物性食品とし
て取り扱っているので注意されたい。また，平成13年国民栄養調査より，以下
の点について変更されている。
ア． 分類
　「ジャム」は「砂糖類」から「果実類」に，「味噌」は「豆類」から「調味料・
香辛料類」に，「マヨネーズ」は「油脂類」から「調味料・香辛料類」に分類。
イ． 重量
　食品の重量は，調理を加味した数量となり，「米・加工品」の米は「めし」・「か
ゆ」など，「その他の穀類・加工品」の「干しそば」は「ゆでそば」など，「藻
類」の「乾燥わかめ」は「乾燥わかめ・水戻し」など，「嗜好飲料類」の「茶葉」
は「茶浸出液」などで算出。野菜類の「漬物」などはそのままの重量を用いた。
　また，平成30年国民健康・栄養調査より，成分表2015の導入に伴い，「だい
こん」及び「しょうが」の「おろし・おろし汁」などはそのままの重量を用い
た。なお，調理に用いた水分（液状だしを含む）は重量には含めなかった。

 （３） 食品群／栄養素等摂取量の分布
　国民健康・栄養調査の結果からは，中央値（または平均値）を情報として活用
することはできるが，１日分の食事内容の調査であるため，習慣的な摂取量の分
布曲線を得ることはできない。１日調査で得られる摂取量の分布曲線は，その幅
がかなり広くなり，推定平均必要量未満の人の割合を過大に評価するおそれがあ
るため，注意が必要である。
　（参考）「日本人の食事摂取基準（2025）」策定検討会報告書

 （４） 食事内容
　　　次の区分により集計した。
ア．家庭食
　家庭で作った食事や弁当を食べた場合。
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イ．調理済み食
　すでに調理されたものを買ってきたり，出前をとって家庭で食べた場合。
ウ．外食
　飲食店での食事及び家庭以外の場所で出前をとったり市販のお弁当を買って
食べるなど家庭で調理せずに，食べる場所も家庭ではない場合（食事内容は「イ．
調理済み食」と同じ）。
エ．給食
　・保育所・幼稚園給食（教職員は，職場給食）
　・学校給食（教職員は，職場給食）
　・職場給食
オ．その他
　・菓子，果物，乳製品，嗜好飲料などの食品のみを食べた場合
　・錠剤などによる栄養素の補給，栄養ドリンク剤のみの場合
　・食事をしなかった場合

（５） 肥満の判定
　　15歳以上における肥満度は，BMI（Body Mass Index，次式）を用いて判定した。
　　BMI＝体重 （kg）／（身長 （m））２

　　肥満の判定基準は下記のとおりである。

判　定 低体重（やせ） 普　通 肥　満

BMI 18.5 未満 18.5 以上 25.0 未満 25.0 以上

（「肥満症診療ガイドライン 2022 年による肥満の判定基準」より）

　学校保健統計調査方式による肥満度判定
　６～ 14歳における肥満度は，年齢別，身長別標準体重から判定した。

判　定

やせ傾向 肥満傾向

－20%以下 普　通 20%以上

高度やせ 軽度やせ 軽度肥満 中等度肥満 高度肥満

肥満度 －30%以下 －30％超
－20％以下

－20%超～
＋20%未満

20%以上
30%未満

30%以上
50%未満

50%以上

　肥満度（過体重度）＝（実測体重（kg）－身長別標準体重（kg））／身長別標準
　　　　　　　　　　　　  体重（kg）×100（％）
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調査の概要

　　身長別標準体重（kg）＝a×実測身長（cm）－b

係　数

男　子 女　子

年齢（歳） a b a b

６ 0.461 32.382 0.458 32.079

７ 0.513 38.878 0.508 38.367

８ 0.592 48.804 0.561 45.006

９ 0.687 61.390 0.652 56.992

10 0.752 70.461 0.730 68.091

11 0.782 75.106 0.803 78.846

12 0.783 75.642 0.796 76.934

13 0.815 81.348 0.655 54.234

14 0.832 83.695 0.594 43.264

（参考） ①財団法人日本学校保健会「児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）」（2006），
　　　　②村田光範，伊藤けい子：平成14年度厚生労働省厚生科学研究費補助金健康科学総合研究事業　

小児の栄養・運動・休養からみた健康度指標とQOLに関する研究「身体活動からみた健康度指標と
QOLに関する研究」（2003）

（６）血圧の分類
収縮期血圧

（最高血圧）（mmHg）
拡張期血圧

（最低血圧）（mmHg）

正常血圧 ＜ 120 かつ ＜ 80

正常高値血圧 120－129 かつ ＜ 80

高値血圧 130－139 かつ /または 80－89

Ⅰ度高血圧 140－159 かつ /または 90－99

Ⅱ度高血圧 160－179 かつ /または 100－109

Ⅲ度高血圧 ≧ 180 かつ /または ≧ 110

（孤立性）収縮期高血圧 ≧ 140 かつ ＜ 90
結果図表中の数値は，２回の測定値の平均値。（「高血圧管理・治療ガイドライン2025」成人における血圧値の分類・診察室血圧より）
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（７） “メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い”の判定
　国民健康・栄養調査の血液検査では，空腹時採血が困難であるため，メタボリッ
クシンドローム（内臓脂肪症候群）の診断基準項目である空腹時血糖値及び中性
脂肪値により判定はしない。したがって，本報告における判定は以下のとおりと
した。

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者
 　腹囲が男性85cm，女性90cm以上で，３つの項目（血中脂質，血圧，血糖）
のうち２つ以上の項目に該当する者。

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群と考えられる者

　腹囲が男性85cm，女性90cm以上で，３つの項目（血中脂質，血圧，血糖）
のうち１つに該当する者。

※“該当する”とは，下記の「基準」を満たしている場合，かつ／または「服薬」がある場合とする。

腹囲 腹囲（ウエスト周囲径）　男性：85cm以上　 女性：90cm以上

項目 血中脂質 血圧 血糖

基準 ・HDLコレステロール値　
　40mg/dl 未満

・収縮期血圧値　130mmHg 以上
・拡張期血圧値　 85mmHg 以上

・ヘモグロビンA1c（NGSP）値  
　6.0％以上

服薬 ・コレステロールを下げる薬服用
・中性脂肪（トリグリセライド）を
  下げる薬服用

・血圧を下げる薬服用 ・血糖を下げる薬服用
・インスリン注射使用

（参考）　厚生労働科学研究健康科学総合研究事業「地域保健における健康診査の効率的なプロトコ
ールに関する研究～健康対策指標検討研究班中間報告～」平成17年８月
厚生労働省健康局がん対策・健康増進課/厚生労働省保険局総務課「平成25年度以降に実
施される特定健康診査・特定保健指導における特定保健指導レベル判定値，受診勧奨判定
値及びメタボリックシンドローム判定値等の取扱いについて」平成24年11月13日

（８） “糖尿病が強く疑われる者”，“糖尿病の可能性を否定できない者”の判定

糖尿病が強く疑われる者

　ヘモグロビンA1cの測定値があり，身体状況調査の糖尿病診断の有無に回答
した者のうち，ヘモグロビンA1c（NGSP）値が6.5％以上，又は，身体状況調査
の現在の糖尿病治療の有無に「有」と回答した者。

糖尿病の可能性を否定できない者

　ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち，ヘモグロビンA1c（NGSP）値が
6.0％以上,6.5％未満で，“糖尿病が強く疑われる者”以外の者。

（９） その他
　本調査結果に掲載している数値は四捨五入のため，内訳合計が総数と合わない
ことがある。
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職業分類表

番号 職業分類項目 仕　事　の　種　類
所得（賃金・給料，営業利益など）を伴う仕事についている方（内職，アルバイト，パートを含む）
01 専門的・技術的

職業従事者
研究者，技術者（農林水産，製造，建築・土木・測量，情報処理・通信，その他），
医師，歯科医師，獣医師，薬剤師，保健師，助産師，看護師，医療技術者（診療
放射線技師，臨床検査技師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，歯科衛生士
など），その他の保健医療従事者（栄養士，あんまマッサージ指圧師，はり師，きゅ
う師，柔道整復師など），社会福祉専門職業従事者（保育士など），法務従事者（裁
判官，検察官，弁護士など），経営・金融・保険専門職業従事者（公認会計士，税
理士など），教員，宗教家，著述家，記者，編集者，美術家，写真家，デザイナー，
写真家，映像撮影者，音楽家，舞台芸術家，その他の専門的・技術的職業従事者（学
芸員，個人教師，職業スポーツ従事者など）

02 管理的職業従事者 管理的公務員，法人・団体役員，法人・団体管理職員，その他の管理的職業従事者
03 事務従事者 一般事務従事者（総務事務員，受付・案内事務員，秘書など），会社事務従事者，

生産関連事務従事者，営業・販売事務従事者，外勤事務従事者（集金人など），運輸・
郵便事務従事者，事務用機器捜査員

04 販売従事者 商品販売従事者（小売店主，飲食店主，販売店員，商品仕入・販売外交員，商品
仲介人など），販売類似職業従事者（不動産仲介人，保険外交員，質屋店主・店員
など），営業職業従事者

05 サービス職業従事者 家庭生活支援サービス職業従事者（家政婦（夫），家事手伝いなど），介護サービス
職業従事者，保健医療サービス職業従事者（看護助手，歯科助手など），生活衛生サー
ビス職業従事者（理容師，美容師，クリーニング職など），飲食物調理従事者，接客・
給仕職業従事者，居住施設・ビル等管理人，その他のサービス職業従事者（旅行・
観光案内人，物品一時預り人など）

06 保安職業従事者 自衛官，司法警察職員（警察官など），その他の保安職業従事者（看守，消防員，
警備員など）

07 農業従事者 農耕従事者，養畜従事者，植木職，造園師など
08 林業従事者 育林従事者，伐木・造材・集材従事者など
09 漁業従事者 漁労従事者，船長・航海士・機関長・機関士（漁労船），海草・貝採取従事者，水

産養殖従事者など
10 運輸・機械運転

従事者
自動車運転者，鉄道運転従事者，船舶・航空機運転従事者，その他の輸送従事者（車
掌，鉄道輸送関連業務従事者，甲板員，船舶機関員など），定置・建設機械運転従
事者（発電員，変電員，ボイラー・オペレーター，クレーン・ウインチ運転従事者）

11 生産工程従事者 生産設備制御・監視従事者，機械組立設備制御・監視従事者，製品製造・加工処
理従事者，機械組立従事者，機械整備・修理従事者，製品検査従事者，機械検査
従事者，生産関連・生産類似作業従事者，
建設躯体工事従事者（とび職，鉄筋作業従事者など），建設従事者（大工，畳職，
配管従事者など），電気工事従事者，土木作業従事者，採掘従事者，
運搬従事者，清掃従事者，包装従事者，その他の運搬・清掃・包装等従事者

上記（01～ 11）の仕事をされていない方
12 家事従事者 一般家庭の主婦等日常家事に従事することを常態としている人
13 その他 無職（高齢・病気・障害などの理由による場合も含む）
14 保育園児 保育所へ通うことを常態としている幼児
15 幼稚園児 幼稚園へ通うことを常態としている幼児
16 その他の幼児 保育所や幼稚園に通っていない幼児
17 小学校低学年 小学１，２年生
18 小学校中学年 小学３，４年生
19 小学校高学年 小学５，６年生
20 中学生 中学１～３年生
21 その他の学生 高校生，大学生，大学院生，各種専門学校生など
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